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１．ビックデータ活用のためのプラットフォーム
1.1 道路関連データの体系化

1.1.1 既存データの整理
1.1.2 新たなセンシング技術の活用
1.1.3 動的データ（経路データ）の取り扱い手法の開発
1.1.4 実利用における観点からのデータ活用可能性の検討
1.1.5 データ共有のための共通基盤の構築

【 1.1.1＆1.1.5】
個別調査の交通量等を｢道路交通調査プラットフォーム｣
で共有、活用

【1.1.1＆1.1.4】
平成29年5月、国土交通省と
ITSJapanの間で、民間が保有
する通行実績データ（民間プ
ローブ）の災害時の提供につい
て協定を締結し、通れるマップの
作成に活用

＜官民連携による災害通行実績データシステム＞

＜道路交通調査プラットフォーム＞
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【1.1.1＆1.1.2＆1.1.5】
道路基盤地図の整備を進め、令和元年度までに直轄国道の約4割の
路線を収録

【1.1.2】
車両搭載センシング装置を活用し、自動運転の基盤にもな
る道路の３次元点群データを取得

＜センシング技術を活用し、3次元点群データを取得＞ ＜道路基盤地図情報作成までの流れ＞

【関連する取組の状況】



１．ビックデータ活用のためのプラットフォーム
1.2 マルチモーダル道路空間マネジメントのためのプラットフォームの構築と運用課題の抽出

1.2.1 Data共有の仕組みとしてのPF確立に向けた構築の試み
1.2.2 実際の適用を通じた運用課題の抽出とPFの改善

【1.2.1】
災害時には、必要に応じて、ETC2.0等の通行実績データ等を活用し「通れるマップ」を作成し関係機関へ提供（再掲）
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【1.2.2】
道路メンテナンス会議等を通じて、点検業務等の集計情報を共有

【1.2.1】
平成26（2014）年度より始まった道路管理施設（橋梁、トンネル、附属物）の5年に一度の定期点検を受け、各施設の位置

や延長・構造などの諸元及び点検結果の情報をデータとして蓄積し、インフラデータプラットフォーム（国土交通データプラットフォーム）
に提供中

＜国土交通プラットフォームとの連携＞

＜会議状況（平成30年3月広島）＞

【関連する取組の状況】



2.公共交通や新たなモビリティとの連携
2.1 新たなシェアリングシステムの創出

2.1.1 情報提供とカーシェアリングを組み合わせた次世代ダイナミック・パーク・アンド・ライド
2.1.2 山間地・過疎地域の交通サービス改善
2.1.3 ヒッチハイク的移動の支援
2.1.4 観光地の二次交通

【2.1.2】
道の駅等を拠点に提供される無人自動運転乗合サービスを実証

【2.1.1＆2.1.4】
観光渋滞が発生する地域において、パークアンドライドの実施や
既存ストックを活用した観光渋滞対策および二次交通の支援を
実施

＜富良野における取組の例＞

＜実証実験選定箇所＞
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（全国18カ所）

【関連する取組の状況】



2.公共交通や新たなモビリティとの連携
2.2 新たな道路空間利用の創造

2.2.1 ワンウェイ型カーシェアリング・バイクシェアリング・小型EVのための新たな道路空間利用
2.2.2 自治体や民間と連携した道路の多様な価値の創造
2.2.3 交通規制等を駆使した時間軸での道路空間再配分
2.2.4 歩行者のための拠点整備（仮称「みちの広場」）

【2.2.1】
荷さばき駐車スペースの新たな道路空間利用事例として、「貨物
集配中の車両に係る駐車規制の見直しの推進に係る道路管理
者の協力について」を警察庁と連名で発出し、荷さばき駐車のため
のベイの設置など道路管理者による事業が必要となる場合の協力
について、各道路管理者へ通知

【2.2.2】
道路空間でのイベント等実施に向けた考え方や先進事
例をとりまとめ、「ストリートデザインガイドライン」（令和2
年3月、都市局・道路局）を策定し、地方公共団体へ
技術的助言として通知 ＜ガイドラインの策定＞

＜ゼブラ帯設置による荷捌きスペース確保＞
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【2.2.4】
令和2年11月25日｢道路法等の一部を改正する法律｣が施行。
歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図り、快適な生
活環境の確保と地域の活力の創造に資する道路の指定制度を
創設

＜歩行者利便増進道路＞

【関連する取組の状況】



2.公共交通や新たなモビリティとの連携
2.3 公共交通との連携強化と事業者支援

2.3.1 都市間公共交通への道路交通の信頼性の向上
2.3.2 コンパクト+ネットワークを支えるシェアリング型交通
2.3.3 高速バスの運行支援・業務管理・監査
2.3.4 交通系ICカード等のビッグデータを活用した路面系公共交通の高度化

【2.3.2】
2019年11月にとりまとめた『「道の駅」第３ステージへ』
において地域の交通拠点としての活用を提言

＜『 「道の駅」第３ステージへ』より抜粋＞ 5

【2.3.3】
ETC2.0高速バスロケーションシステムなど、既に実用化
を始めているETC2.0データの民間活用を検討

＜ETC2.0高速バスロケーションシステム＞

【関連する取組の状況】



3.道路空間マネジメント
3.1 平常時における実効性の高い道路空間マネジメント事例の蓄積

3.1.1 車種別動的レーン運用と情報提供
3.1.2 道の駅における交通・観光情報等の提供
3.1.3 ビッグデータによる多様な政策評価
3.1.4 面的・時間的な道路空間再配分に基づく道路空間のフル活用戦略
3.1.5 持続可能な物流を実現するための大型車交通マネジメント

【3.1.1】
特定更新等工事による渋滞削減のため、
移動式コンクリート防護柵により仮設中
央分離帯を移動、時間帯に応じ車線数
を増減させるリバーシブルレーン運用実施

＜移動式防護柵による車線切替＞

6

【3.1.3】
平成28年4月にバスタ新宿を開業後、周辺道路の混雑状況
などを分析。バス運行経路の見直しや警察と連携した交通流
対策などにより、改善を実施

【3.1.5】
デジタル化の推進により、あらかじめ登録を受けた特殊車両
が、即時にウェブ上で確認した通行可能経路を通行できる
新たな制度の創設のため、令和２年５月に道路法を改正

＜運行経路変更等による対策の実施＞ ＜通行可能経路の見える化＞

【3.1.2】
「道の駅」において、日本政府観光局(JNTO)の外国人観
光案内所の認定取得を推進

【関連する取組の状況】
【3.1.4】
新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための緊急
措置として、テイクアウトやテラス営業のための道路占用の
許可基準の緩和を実施

＜占用許可基準の緩和＞



3.道路空間マネジメント

3.2 非平常時における道路空間マネジメントのためのビッグデータ活用事例の蓄積
3.2.1 効率的な道路空間再配分を支援するための多様なビッグデータ活用
3.2.2 イベント時の車両総合管理実験
3.2.3 地震時の安全制御サービスの実証実験

【3.2.3】
国土交通省や各関係機関、地方公共団体など様々な防災・災害情報を一元化した「防災ポータル」について、英語・韓国語・中国
語に対応させ多言語化を推進

】
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【関連する取組の状況】

＜対象車両＞

一般道から首都高への転喚抑制

￥1,000円（一律）
※通常料金に上乗せ

５割引
※通常料金
から割引

５割引
※通常料金
から割引首都高の利用を夜間へシフト

通常料金 通常料金

料金上乗せ（都内区間）

通常料金

0時 4時 6時 22時 0時 4時 6時

夜間割引
（首都高全線）

夜間割引
（首都高全線）

［首都高の料金施策］

【夜間割引】 全車種（ＥＴＣ車）に適用
【料金上乗せ】マイカー等を対象に適用

（公共交通､物流車両､障害者､福祉車両､緊急車両は対象外）

【料金上乗せ】 普通車以下の全てに適用

現金車

中型車
大型車
特大車

事業用
小型貨物
タクシー等

自家用
小型貨物

自家用
社用車
乗用車等

普通車以下中型車以上

障害者等

対象対象外

ＥＴＣ

東京2020大会における首都高速道路の料金施策に関する方針（東京都・組織委員会）より作成

＜料金施策の内容＞
大会期間（開閉会式前後を含む）35日間に適用
（2021年7月19日～8月9日､8月24日～9月5日）

【3.2.2】
・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、大会関係者等の円滑な輸送を実現するため、2019
年夏にテレワークなどのTDMや、料金所入口閉鎖などTSMの試行を実施

・更なる円滑化に向けて、大会期間中の首都高の混雑を解消するため、首都高の追加対策等を実施予定

＜首都高の料金施策概要＞


